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聖籠町精神障害者入院費助成に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

平成３０年８月３１日  

聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第２５号  

聖籠町精神障害者入院費助成に関する規則の一部を改正する規

則  

聖籠町精神障害者入院費助成に関する規則（平成９年聖籠町規則

第２号）の一部を次のように改正する。  

第２条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号と

する。  

 第３条ただし書を削る。  

第７条中「町長は、助成対象者が医療費の一部負担金（以下「一

部負担金」という。）を支払った場合に限り、月額２万円を限度に

助成する。」を「助成額は、助成対象者が支払った入院に係る一部

負担金の月額（２万円を超える場合は、２万円とする。）から当該

入院に係る付加給付その他法令等により給付された額を控除した額

とする。」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則による改正後の聖籠町精神障害者入院費用助成に関する

規則の規定は、平成３１年４月１日以後の入院にかかる費用につい

て適用し、同日前に行われた入院にかかる費用については、なお従

前の例による。  


